
環 境 産 業 委 員 会 会 議 録

１ 期 日 令和元年６月21日（金）

２ 会 場 第２委員会室

３ 開会時刻 午前９時37分

４ 閉会時刻 午前９時45分

５ 出 席 者 委 員 長 山本 裕三 副委員長 嶺岡 慎悟
委 員 山本 行男 委 員 二村 禮一
委 員 鈴木 久裕 委 員 榛村 航一

（当局側出席者） 都市建設部長、協働環境部長、産業経済部長
上下水道部長、所管課長

（事務局出席者） 議事調査係 佐野勇人

６ 審査事項

・議案第68号 掛川市手数料条例の一部改正について

７ 会議の概要 別紙資料のとおり

以上のとおり、報告いたします。

令和元年６月21日

市議会議長 大石 勇 様

環境産業委員長 山本 裕三
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７ 会議の概要

令和元年６月21日（金）午前９時３７分から、第２委員会室において全委員出席のもと開催。

１）委員長あいさつ

２）付託案件審査

・議案第68号 掛川市手数料条例の一部改正について
〔都市政策課説明 9:38～9:41〕
〔質 疑 9:41～9:44〕

○山本裕三委員長
担当課の説明が終わった。質疑をお願いする。

○鈴木久裕委員
12条政令の改正によるもので、13条の２は建築基準法の改正ということで、それぞれの改正
日いつか。

○森長都市政策課長
建築基準法の一部改正については、平成30年６月27日交付の１年以内施行ということで、今

年の４月～５月にパブリックコメントを行い６月14日に閣議決定をした。政令の公布について
は、６月19日。施行が６月25日となっている。

○花村予防課長
閣議決定されたのが、5月21日である。

○鈴木久裕委員
６月25日施行は全国一律で独自に設定することはできないのか。

○森長都市政策課長
これについては全国一律である。

○花村予防課長
消防の手数料についても同じである。

○鈴木久裕委員
12条、13条ともに中身も準則に基づいていて掛川市のオリジナルの部分はないのか。

○森長都市政策課長
掛川市のオリジナルはない。

○花村予防課長
同じくオリジナルはない。

○山本裕三委員長
以上で質疑を終了する。

〔討 論〕
なし （なしの声あり）

〔採 決〕

議案第68号掛川市手数料条例の一部改正については
全会一致にて原案とおり可決
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３）その他

４）閉会 9：45


